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寒 川 町 契 約 規 則 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(前 金 払 ) (前 金 払 ) 

第 47条  （ 略 ）  第 47条  （ 略 ）  

(加 え る ) 2  契 約 金 額 が 1件 5 0 0 , 0 0 0円 を 超 え る 委

託 (土 木 建 築 に 関 す る 工 事 の 設 計 及 び 調

査 並 び に 測 量 に 係 る 委 託 に 限 る 。 )の 委

託 契 約 を 行 う 場 合 に お い て 、契 約 者 が 保

証 事 業 会 社 の 前 払 金 保 証 を 有 す る も の

と 確 認 し た と き は 、 当 該 契 約 金 額 の 100

分 の 3 0を 超 え な い 範 囲 の 額 を 前 金 払 す

る こ と が で き る 。  

2  前 項  の 規 定 に よ り 前 金 払 し た 工 事

が 、 地 方 自 治 法 施 行 規 則 (昭 和 22年 内 務

省 令 第 29号 )附 則 第 3条 第 3項 各 号 に 掲 げ

る 要 件 に 該 当 す る と き は 、当 該 契 約 金 額

の 100分 の 20を 超 え な い 範 囲 の 額 を 、 中

間 前 金 払 (同 項 に 規 定 す る 既 に し た 前 金

払 に 追 加 し て す る 前 金 払 を い う 。以 下 同

じ )す る こ と が で き る 。  

3  第 1 項 の 規 定 に よ り 前 金 払 し た 工 事

が 、 地 方 自 治 法 施 行 規 則 (昭 和 22年 内 務

省 令 第 29号 )附 則 第 3条 第 3項 各 号 に 掲 げ

る 要 件 に 該 当 す る と き は 、当 該 契 約 金 額

の 100分 の 20を 超 え な い 範 囲 の 額 を 、 中

間 前 金 払 (同 項 に 規 定 す る 既 に し た 前 金

払 に 追 加 し て す る 前 金 払 を い う 。以 下 同

じ )す る こ と が で き る 。  

3 （ 略 ）  4 （ 略 ）  

4  前 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す

る 第 1項 及 び 第 2項 の 規 定 に か か わ ら ず 、

前 会 計 年 度 末 に お け る 出 来 高 金 額 が 前

会 計 年 度 の 出 来 高 予 定 額 に 達 し な い と

き は 、出 来 高 金 額 が 前 会 計 年 度 の 出 来 高

予 定 額 に 達 す る ま で の 間 、当 該 会 計 年 度

の 前 金 払 を す る こ と が で き な い 。  

5  前 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す

る 第 1項 及 び 第 3項 の 規 定 に か か わ ら ず 、

前 会 計 年 度 末 に お け る 出 来 高 金 額 が 前

会 計 年 度 の 出 来 高 予 定 額 に 達 し な い と

き は 、出 来 高 金 額 が 前 会 計 年 度 の 出 来 高

予 定 額 に 達 す る ま で の 間 、当 該 会 計 年 度

の 前 金 払 を す る こ と が で き な い 。  

5 第 1項 及 び 第 2項     (こ れ ら の 規 定 を

第 3項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る

場 合 を 含 む 。 )の 規 定 に よ る 前 払 金 は 、

契 約 者 の 正 当 な 請 求 書 を 受 理 し た 日 か

ら 起 算 し て 14日 以 内 に 支 払 う も の と す

る 。  

6 第 1項 か ら 第 3項 ま で (こ れ ら の 規 定 を

第 4項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る

場 合 を 含 む 。 )の 規 定 に よ る 前 払 金 は 、

契 約 者 の 正 当 な 請 求 書 を 受 理 し た 日 か

ら 起 算 し て 14日 以 内 に 支 払 う も の と す

る 。  

(前 金 払 の 申 請 手 続 等 ) (前 金 払 の 申 請 手 続 等 ) 

第 48条  契 約 者 は 、 前 条 第 1項          

の 規 定 に よ り 前 金 払 を 受 け よ う と す る

と き は 、 契 約 締 結 の 日 か ら 起 算 し て 20

日 以 内 に 公 共 工 事 前 金 払 申 請 書 (第 3号

様 式 )に 保 証 事 業 会 社 の 保 証 証 書 を 添 え

第 48条  契 約 者 は 、 前 条 第 1項 又 は 第 2項

の 規 定 に よ り 前 金 払 を 受 け よ う と す る

と き は 、 契 約 締 結 の 日 か ら 起 算 し て 20

日 以 内 に 公 共 工 事 前 金 払 申 請 書 (第 3号

様 式 )に 保 証 事 業 会 社 の 保 証 証 書 を 添 え
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て 、 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  て 、 町 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

2 （ 略 ）  2 （ 略 ）  

3 契 約 者 は 、 前 条 第 2項 の 規 定 に よ り 中

間 前 金 払 を 受 け よ う と す る と き は 、中 間

前 金 払 認 定 請 求 書 (第 4号 様 式 の 2)を 町

長 に 提 出 し て 、中 間 前 金 払 を 受 け る 要 件

を 備 え て い る こ と の 認 定 を 受 け な け れ

ば な ら な い 。  

3 契 約 者 は 、 前 条 第 3項 の 規 定 に よ り 中

間 前 金 払 を 受 け よ う と す る と き は 、中 間

前 金 払 認 定 請 求 書 (第 4号 様 式 の 2)を 町

長 に 提 出 し て 、中 間 前 金 払 を 受 け る 要 件

を 備 え て い る こ と の 認 定 を 受 け な け れ

ば な ら な い 。  

4・ 5 （ 略 ）  4・ 5 （ 略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(部 分 払 ) (部 分 払 ) 

第 51条  （ 略 ）  第 51条  （ 略 ）  

2 （ 略 ）  2 （ 略 ）  

3 第 4 7条 第 5項 の 規 定 に よ る 前 金 払 を し

た 工 事 に つ い て の 部 分 払 の 額 は 、次 の 算

式 に よ り 算 定 す る 。  

3 第 4 7条 第 6項 の 規 定 に よ る 前 金 払 を し

た 工 事 に つ い て の 部 分 払 の 額 は 、次 の 算

式 に よ り 算 定 す る 。  

部 分 払 の 額 ≦ 出 来 高 金 額 ×( ( 9／ 1 0 )

－ (前 払 金 額 ／ 契 約 金 額 )) 

部 分 払 の 額 ≦ 出 来 高 金 額 ×( ( 9／ 1 0 )

－ (前 払 金 額 ／ 契 約 金 額 )) 

4～ 8 （ 略 ）  4～ 8 （ 略 ）  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 4年 4月 1日 か ら 施 行 す

る 。  

 


